
日本台湾学会パートナー会員申請書 

 

年      月     日 

 

申請者氏名 

                        

 

パートナー会員への変更を申請します。 

 

会誌等の送付先 

氏 名 
 

住 所 
 

＊ 日本台湾学会規約第 5条の規定により、会誌等の送付は 1名分となります。 

＊ 会費１名分の半額措置の対象は、会誌等の送付先ではない会員となります。 

 


